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１．適切なまちづくり手法の活用と具体的な取組の推進 

本計画は、本市の将来像を設定し、その実現を図るための方向性を「全体構想」「地域別構想」

に示したものです。市の将来像の実現に向け、各種都市計画関連制度を適切に活用するととも

に、個別計画の具体的な取組を進めることで実現化を目指します。 

 

（１）個別計画の実行や立地適正化計画による具体化 

本マスタープランは、長期的な視点におけるまちづくりの基本的な方針を示すものであり、

その具体化に当たっては、本マスタープランの方針に従い、各個別計画に基づいて実行しま

す。 

また、都市計画マスタープランの高度化版とされる「立地適正化計画」制度や出雲市地域

公共交通計画を軸に、本マスタープランの将来像との整合を図りながら、コンパクト・プラ

ス・ネットワークによるまちづくりの実現に取り組みます。 

▼出雲市都市計画マスタープランと各個別計画との関係性 
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（２）各種都市計画制度の活用 

①都市計画の決定・変更 

地域地区などの法に基づく規制・誘導手法の活用、街路や公園などの都市施設整備など、

多様な都市計画の制度・事業を活用していくため、法に基づく都市計画決定・変更手続を実

施します。 

また、既に都市計画決定されたものであっても、社会経済情勢の変化等を踏まえ、適宜見

直しや変更を行います。 

 

②法に基づく規制・誘導手法 

１）地域地区の指定、見直し 

地域地区は、都市計画法に基づき都市計画区域内の土地の利用目的に応じた必要な制限ま

たは誘導を図るために定めるもので、代表的な制度として用途地域が挙げられます。 

本市においては将来像の実現に向けて、用途混在などの土地利用の状況を踏まえた用途地

域の適切な指定と見直しを行います。また、用途地域の周辺において、宅地化が進行する地

区などでは、特定用途制限地域の活用を検討します。 

 

２）地区計画等による規制・誘導 

地区計画は、都市計画区域内のまとまりのある「地区」を対象として、都市における良好

な市街地環境形成、保全を図るため、都市計画により、建築物の用途、形態などに関する制

限や道路、公園等の配置について、地区の特性に応じてきめ細かく定めることにより、建築

または開発行為を規制・誘導することができる身近なまちづくりの計画です。 

本市では、土地区画整理事業や開発行為、街路整備等に伴う地区計画を５地区決定してお

り、今後も本制度を活用し、地区の特性に応じたまちづくりを進めます。 

 

３）土地区画整理事業の活用 

土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え

宅地の利用の増進を図る事業です。 

本市では、これまで 27 箇所で土地区画整理事業が完了しています。今後も本制度を有効に

活用し、良好な市街地形成を図ります。 

 

４）開発許可制度の適切な運用 

開発許可制度は、良好な宅地水準の確保と無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な土地

利用を図るため、開発行為を行う際に一定の要件を定めた制度です。 

今後も自然環境や農地の保全、無秩序な市街化の抑制を考慮し、開発許可制度の適切な運

用を図ります。  
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（３）様々な手法の活用 

①計画的、重点的な取組の実施 

本マスタープランに掲げた方針は、各個別計画により取組を具体化するとともに、財政計

画により重点的な取組を明確化することにより、事業効果の最大化を図ります。 

②国や県の支援制度の活用 

安定的な財源の確保に向け、国や県の事業制度、補助金・交付金制度の動向を把握し、適

切な活用を進めます。また、国や県が実施主体となる事業については、本マスタープランに

掲げた方針に従い、各実施主体に対して事業実施を促します。 

③民間活力の積極的な導入 

行政のみでは主体的に実施することが困難な取組に対しては、公的負担の抑制を図るとと

もに、持続可能な運営体制の構築に向け、PPP/PFI などの民間活力の導入を検討します。 
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２．市民・事業者・行政の協働によるまちづくりの推進 

全体構想や地域別構想に示した各方針を具体化し、実行するために、多様な主体との協働

によるまちづくりを推進します。 

 

（１）多様な主体との協働によるまちづくりの推進 

本マスタープランを実現するためには、まちづくりの主役である市民、専門知識・技術を

もつ事業者、大学等の研究機関、まちづくり関係団体及び国・県・市の行政機関などの多様

な主体が連携することが重要です。各主体が共通認識を持ちながら、それぞれの役割のもと、

協働のまちづくりを進めます。 

 

    ▼各主体の役割 
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（２）協働のまちづくりの仕組みづくり 

①まちづくりに関する情報発信の強化 

市民と行政がまちづくりに関する情報を互いに共有することにより、円滑なまちづくりの

展開が望まれます。広報いずもや市ホームページ、出雲市公式 LINE などの SNS への掲載な

どの様々な手段を通じて、本マスタープランについて周知を図るとともに、将来像の実現に

向けた各種取組の内容や取組状況について、積極的に情報発信を行います。 

 

②まちづくりへの市民の参画機会の拡大 

協働による取組の展開に向けては、市民の参画機会の拡大が望まれます。本マスタープラ

ンに基づき実施される関連計画の策定・改定や都市計画の決定・変更、各種取組の実施など

にあたっては、公聴会や説明会、ワークショップ、アンケート調査、縦覧、パブリックコメ

ントなどを実施し、住民参画の機会の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

▲地域別懇談会の様子①       ▲地域別懇談会の様子②       ▲地域別懇談会の様子③ 

さらに、市民からの提案、意見等を募る市政提案制度や、本市と事業者等の間で締結して

いる包括連携協定等に基づく提案など、市政への意見・提案の場を確保し、市政への意見反

映を図るとともに、まちづくりに対する市民等の関心を高め、市民が主体となったまちづく

りを進めます。 

 

③まちづくり活動の活性化 

市民団体及び NPO 等の非営利団体における自主的・主体的な地域課題解決に向けた市民活

動はまちづくりに欠かせないものであり、本市では、そうした活動への支援を積極的に行い

ます。 

④まちづくりの担い手の育成 

市民主体のまちづくりを進めていくためには、将来の地域のまちづくりを担う若者や学生

の市政への参加が不可欠です。次世代の人材育成に当たっては、地域住民と市が連携・協働

し、積極的に情報発信等を行うことで若者や学生の地域への愛着を育むとともに、自治会活

動などの地域活動への参加意識を高めます。 
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３．都市計画マスタープランの進行管理 

本マスタープランは、概ね 20 年後を見据えた長期的な都市計画の基本的な方針であること

から、社会経済情勢の変化への対応や各種事業の進捗状況を勘案しながら、適切に次なる取

組の展開につなげていく必要があります。 

また、国や県などの各種上位計画の改定や新たな法制度の制定などにより、今後のまちづ

くりに大きな変更が生じる場合は、本マスタープランを見直す必要があります。 

これらを踏まえ、次の考え方に基づき、適切な進行管理と柔軟な見直しを行います。 

 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

都市計画マスタープランの進行管理は、「計画立案（Plan）→実行（Do）→点検（Check）

→改善（Action）」を繰り返す PDCA サイクルの考え方に基づき、計画の評価・検証を繰り返

しながら、必要に応じて計画や施策等の改善を行い、本市の価値や持続可能性が向上するよ

う、取組を進めます。 

 

▼PDCA サイクルに基づく進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan：本マスタープランの策定・改定 

・施策評価、社会経済情勢の変化、上位計画の反映 

・次なる施策展開の検討 ・目標、方針等の見直し 

Do：計画・施策の実行 

・市民、事業者、行政等の協働による各種施策の実行 

・関係機関との連携 

・都市計画の決定、変更、廃止 

Check：評価・検証 

・施策・事業の進捗状況の整理、成果の検証 

・都市計画関連データに基づく評価（分析の更新、市

民意向把握等） 

Action：改善・見直し 

・施策、事業の改善、関連計画の新規策定、見直し 

・実現化手法の軌道修正 
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（２）達成状況の評価・検証 

本マスタープランの達成状況の評価・検証は、「施策・事業」の進捗確認や国勢調査の結果

等により、５年ごと、10 年ごとの２段階で実施し、柔軟に計画変更や施策の見直しを行いな

がら、都市づくりを進めます。 

また、出雲市地域公共交通計画や今後本市で作成予定の立地適正化計画で設定する評価指

標の達成状況等も踏まえて多角的な視点から評価します。 
 

▼達成状況の評価・検証の時期と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●毎年度実施する事業の実施状況に基づく各

方針の取組状況の整理 

●都市計画基礎調査、国勢調査結果、市民ア

ンケート調査等による効果検証、事業の見

直しや改善、新たな事業の立案 

５年ごとの取組に加えて、社会経済情勢

の変化等による本マスタープランの改定

を検討 

▼本マスタープランの見直し方針 

①社会経済情勢の変化に伴う見直し 

・統計データによる状況の変化や市民アンケート調査等による意

向の変化、法改正などがあった場合、必要に応じて本マスター

プランの見直しを実施 

②上位関連計画の改定・策定に伴う見直し 

・上位関連計画の大幅な見直しによって、本マスタープランの内

容と不整合が生じた場合には、上位関連計画と整合が取れるよ

う本マスタープランの見直しを実施 

③大規模プロジェクトの実施等に伴う見直し 

・中海と宍道湖の周囲を８の字状に結ぶ高規格道路ネットワーク

（中海・宍道湖８の字ルート）などの本市の都市構造に大きな

影響を及ぼす事業の実施に伴い本マスタープランに影響がある

場合は、必要に応じて本マスタープランの見直しを実施 

５年ごとの 

評価検証 

10 年ごとの 

評価検証 


